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岩手沿岸南部広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例 

 

平成２５年 ６月２８日  条例第３号  

 

 岩手沿岸南部広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例（平成１８年岩手沿岸

南部広域環境組合条例第１０号。以下「給与条例」という。）第４条第１項に掲げる給

料表の適用を受ける職員の給料月額は、平成２５年７月１日から平成２６年３月３１

日までの間において、給与条例第４条、第５条及び第６条の規定にかかわらず、これ

らの規定による給料月額から、当該給料月額に次に掲げる表の職員の区分に応じ同表

右欄に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てた額）を減じて得た額とする。ただし、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２０４条に規定する手当の額及び勤務１時間当たりの給与額（給与条例第１９

条に規定する勤務１時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。）の算出の基

礎となる給料月額は、給与条例第４条、第５条及び第６条の規定による額とする。 

職 員 の 区 分 割  合 

行政職給料表 

１級及び２級の職員 １００分の３．１ 

３級から５級までの職員 １００分の５．１ 

６級及び７級の職員 １００分の７．１ 

   附 則 

１ この条例は、平成２５年７月１日から施行する。 

２ この条例は、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。 


